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森林取得資金融通事務処理要領 

 

〔昭和 63 年４月８日付け 63 林野企第 30 号林野庁長官通知〕 

最終改正 令和６年３月 29 日付け５林政企第 91 号 

 

第１ 運用方針 

１ 森林取得資金融通取扱要綱（昭和 63 年４月８日付け 63 林野企第 29 号農

林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。）第１の森林取得資金の融

通に当たっては、森林・林業基本法（昭和 39 年法律第 161 号）第 11 条第１

項の規定に基づく森林・林業基本計画、森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第

４条第１項の規定に基づく全国森林計画、同法第５条に基づく地域森林計

画、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法

（昭和 54 年法律第 51 号）第２条の２第１項の規定に基づく基本構想等他の

諸施策との関連に十分留意するものとする。 

２ 本資金の融通に当たっては、都道府県は、株式会社日本政策金融公庫（沖

縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫。以下「公庫」という。）、公庫の

受託金融機関、関係市町村及びその他関係機関と緊密な連携を図るものとす

る。 

 

第２ 貸付適格認定申請等について 

要綱第２の１の(1)に規定する都道府県知事の認定を受けようとする者（以

下「申請者」という。）の資格その他認定申請に関する運用は、次のとおりと

する。 

(1) 申請者の資格 

申請者の資格は、個人の場合にあっては林業経営主（林業経営主となろう

とする者を含む。）とし、林業を営む法人、生産森林組合、森林組合又は森

林整備法人の場合にあっては法人の代表者とし、地方公共団体にあっては地

方公共団体の代表者とする。 

(2) 認定申請書等の様式 

認定申請書及び林業経営改善推進計画書の様式は、個人にあっては様式第

１号、林業を営む法人にあっては様式第２号、生産森林組合にあっては様式

第３号、森林組合にあっては様式第４号、森林整備法人又は地方公共団体に

あっては様式第５号のとおりとする。 

(3) 林業経営改善推進計画の作成指導について 

林業経営改善推進計画は申請者が自主的に作成するものとするが、申請者

単独では作成が困難である場合も予想されるので、都道府県は必要に応じ、

林業経営改善推進計画作成について指導するものとする。 

また、都道府県、公庫及び公庫の受託金融機関は、都道府県における認定

審査と公庫の貸付審査が並行的に行われるよう認定申請と同時に借受申込

みをするよう指導するものとする。 



- 2 - 

(4) 林業経営改善推進計画の変更について 

本資金を借り入れ、かつ、林業経営改善推進計画に基づき森林を取得

した後において、資金の貸付けを受けた者（その一般承継人を含む。以

下「借受者」という。）の責めに帰することができない事由により林業

経営改善推進計画のうち次に掲げる内容について変更が必要となった場

合は、借受者が都道府県に対し、様式第６号により林業経営改善推進計

画の変更承認申請をするものとする。  

ア 要綱第４の(4)のイに該当する取得森林について、皆伐及び皆伐跡地

への人工植栽を行う時期 

イ 要綱第４の(5)に該当する取得地について、皆伐及び人工植栽又は天

然林改良を実施する時期 

ウ 要綱第４の(9)に該当する取得森林について、育林を行う時期 

 

第３ 貸付適格認定者の判断基準について 

都道府県知事は、要綱第２の１の(1)に規定する認定を行おうとする場合に

は、林業経営改善推進計画を基礎として、当該申請が要綱第４に掲げる要件を

充足しているか否かについて、次により判断して認定を行うものとする。 

(1) 要綱第４の(1)については、林業経営改善推進計画が、次に掲げる要件を満

たすかどうか審査するものとする。 

ア 森林法第５条に定める地域森林計画に即したものであり、取得対象森林

の全部又は一部が同法第 10 条の５に定める市町村森林整備計画（以下単

に「市町村森林整備計画」という。）にも即したものであること。 

イ 伐採・造林等の林業生産活動が適正かつ合理的に計画されていること。 

ウ 労務、賃金面からも事業実行の確保が図られるものであること。 

(2) 要綱第４の(3)の「林野庁長官が別に定める区域」とは、森林法第 10 条の

５に規定する市町村森林整備計画の対象森林のうち、水源涵養機能維持増進

森林、山地災害防止／土壌保全機能維持増進森林及び木材等生産機能維持増

進森林に指定されている区域とする。 

(3) 要綱第４の(7)については、申請者の林業経営の収支状況を勘案して、貸付

けの必要性があるかどうかについて審査するものとする。 

(4) 要綱第４の(10)については、申請者が取得する森林が林業経営基盤の強化

等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則（平成５年農林

水産省令第 35 号。以下「規則」という。）第２条で定める森林の取得につい

ての措置の要件について、次のア及びイの要件を同時に満たす森林の取得に

ついての措置かどうか審査するものとする。なお、都道府県知事は、アの(ｱ)

及び(ｳ)に定める森林の取得についてその適否を判断しようとするときは、

事前に市町村の長との間で、間伐又は保育についての命令又は勧告の有無の

確認等連絡調整を図るものとする。 

ア 「林業上の利用の増進を図る必要がある森林」とは、以下のいずれかの

森林であること。 
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(ｱ) 森林経営管理法（平成 30 年法律第 35 号）第 42 条第１項に定める災

害等防止措置命令に係る森林（主伐の実施を除く。） 

(ｲ) 森林法第 39 条の４第１項第１号の規定により定められた要整備森林 

(ｳ) その他地域において標準的と認められる施業体系（市町村森林整備計

画等）からみて間伐・保育等の施業管理が適切に行われていない森林 

(ｴ) 上記(ｱ)から(ｳ)の森林と当該借受者が既に所有している森林の間に

介在しており一体的に取得する必要があると認められる森林。ただし、

上記(ｱ)から(ｳ)の要件に該当する森林面積を上回らないものである場

合に限る。 

イ 「地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整

備の状況からみて同項に規定する資金の貸付けを受けようとする者が森

林所有者である森林と一体として効率的に施業を行うことが可能である

森林」とは、当該借受者が所有する森林と隣接する森林、同一の小流域に

所在する森林、同一の林道の利用区域内に所在する森林等であって、借受

者が所有する森林と一体として施業が行われ得る団地的まとまりを有し

ていると認められるものであること。 

(5) 要綱第４の(8)の「林野庁長官が別に定める区域」とは、(2)に掲げるいず

れかの区域とする。 

 

第４ 貸付適格認定等に係る都道府県の事務処理について 

１ 都道府県知事は、認定申請書の提出を受けたときは、貸付適格の認定を行

うものとし、必要に応じて、都道府県、公庫、公庫の受託金融機関及び関係

林業団体を構成員とする協議の場（以下「協議会」という。）を設け、その

意見を聴くものとする。 

   貸付適格認定に関する事務及び全般的な調整については、主として、林業

金融主務課が担当するものとする。 

２ 都道府県知事は、林業経営改善推進計画変更承認申請書の提出を受けたと

きは、変更内容の妥当性を確認し、変更申請の承認を行うものとする。 

３ 都道府県知事は、貸付適格の認定をしたときは、その旨を申請者及び公庫

（公庫の委託金融機関を含む。以下同じ。）に通知するとともに様式第７号

の認定台帳を作成し、認定をしないことの決定をしたときはその旨を申請者

に通知するものとする。 

  認定した場合は申請者に対しては様式第８号により、公庫に対しては様式

第９号により通知するものとする。 

４ 都道府県知事は、林業経営改善推進計画の変更の承認をした時は、様式第

10 号によりその旨を本人に通知するとともに、その写しを公庫に送付するも

のとする。 

承認をしないことの決定をしたときはその旨を申請者に通知するものと

する。 

５ 貸付適格の認定は、申請の内容全般に関し適否を決するものであって部分
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的に認めることは適当でなく、内容の一部が適正を欠くと認められるときは

申請書を申請者に返送するものとする。 

６ 都道府県知事は、公庫から貸付決定を行った旨通知があったときは、認定

台帳に所要事項を記載するものとする。 

７ 認定は、次の場合には取り消すものとする。 

(1) 認定申請の取下げがあったとき。 

(2) 公庫に対し借入申込みの辞退があったとき。 

(3) 申請書の不実記載（貸付適格性を失う程度のもの）が発見されたとき。 

(4) 認定後に事情変更により林業経営改善推進計画の達成が見込まれなく

なったとき。 

(5) 要綱第４の（10）に該当するものとして認定を受けた者について、林業

経営改善計画の認定が取り消されたとき。 

８ 認定の取消しの通知は、申請者及び公庫に対して行うものとする。 

９ 都道府県知事は、認定の状況について、様式第 11 号の認定年間報告により

年度ごとに取りまとめの上、翌年度の５月末日までに林野庁長官に報告する

ものとする。 

10 都道府県知事は、公庫から貸付金の全部若しくは一部が未使用であるか若

しくは申請と異なる用途に使用されるなど貸付金の使途が適切でない旨の

通知を受けたとき又は公庫から、借受者が取得した森林について資金貸付契

約締結の日から３か年以内に森林以外の用途に供するための譲渡（以下「転

用譲渡」という。）があった旨の通知を受けたときは、実情調査を行うとと

もに、必要に応じて、協議会において意見を聴き、それらの結果を踏まえ林

業経営改善推進計画の達成が可能か否かを判断するものとする。 

 

第５ 取得した森林等の施業状況の届出について  

次の場合は、借受者が都道府県に対して様式第 12 号 により届け出るも

のとする。 

(1) 要綱第４の(4)のイに該当する取得森林について、皆伐及び皆伐跡地

への人工植栽を実施した場合 

(2) 要綱第４の(5)に該当する取得地について、皆伐及び人工植栽又は天

然林改良を実施した場合 

(3) 要綱第４の(9)に該当する取得森林について、育林を行った場合 

 

第６ 転用違約金の徴収について 

１ 要綱第７の「林野庁長官が別に定める場合」とは、借受者が取得した森林

が、森林の維持管理、公用収用及びこれに準ずる理由により転用譲渡された

場合とする。 

２ 違約金の額は、公庫の定めるところによる。 

 

第７ その他 
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次に掲げる場合は、貸付けの対象としないものとする。 

(1) 地上権を取得する場合 

(2) 貸付適格認定申請時点の１か年以上前にあらかじめ所有権移転登記が行わ

れた森林の取得費用とする場合 

(3) 近く森林以外に転用が見込まれる森林を取得する場合 

(4) 森林組合、生産森林組合、中小企業等協同組合若しくは農事組合法人の組

合員、持分会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 575 条第１項に規定す

る持分会社をいう。以下同じ。）の社員又は株式会社の株主が当該法人の所

有に係る森林を取得する場合（森林組合法（昭和 53 年法律第 36 号）第９条

第２項第７号の森林組合の事業であって、組合員が当該組合から取得する場

合を除く。） 

(5) 森林組合、生産森林組合、中小企業等協同組合若しくは農事組合法人がそ

の組合員に、持分会社がその社員に又は株式会社がその株主に持分の払戻し

を行った森林を当該法人が取得する場合 

(6) 森林組合法第 26 条第１項に規定する事業以外の事業のために森林組合が

森林を取得する場合 

 

附 則 

 この通知は、令和６年４月１日から施行する。 
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様式第１号（個人用） 

 

 

森林取得資金貸付適格認定申請書 
林業経営育成資金（森林取得）の借入れ（○○千円、利率○○％）を必要としますので認定された

く林業経営改善推進計画を添えて申請します。 

○○年○○月○○日 

  （郵便番号○○） 

住 所            （） 

氏 名            （○○年○○月○○日生） 

○○都道府県知事殿 
 

(１)林業経営の現況 

①家族構成について 
 

氏 名 続柄 年齢 
自家林業 

従事日数 
備 考 

申 請 者 （ 経 営 主 ）  本 人 歳 日  

     

     

②経営収支の状況 

林業経営収支 林業以外の所得 既往借入金 林業経営育成（森林取得） 千円 

林業粗収入 千円 農 業 所 得 千円 残 高 

月 日 

現 在 

同上  （森林取得以外） 千円 

林業経営費 千円 その他所得 千円 その他   （林業関係） 千円 

林 業 所 得 千円 所 得 合 計 千円 合    計 千円 

③経営森林の現況 

林相、樹種 
経営面積 取得後の経営森林の齢級別構成 

取得前 取得後 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ XⅢ以上 

人 

工 

林 

スギ ha ha              

ヒノキ ha ha              

○○○ ha ha              

小 計 ha ha              

天 然 林 改 良 林 ha ha              

育 林 地 面 積 計 ha ha  

天 然 林 面 積 ha ha 

④林業経営改善計画の認定の有無（林業経営改善計画の認定を受けている場合は、本項目を記

載する代わりに、林業経営改善計画書の写しの提出で可） 
 

有・無 認定日 年 月 日 認定番号 

 
(２)取得する森林の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番 

号 
所在地 

登記 

面積 

実測 

又は 

森林簿 

面積 

取得内容 

うち取得後５年以内に皆伐 

予定の人工林、天然林改良林 
うち造林のための土地 うち樹木の持分 

面積 
皆伐 

予定時期 

再造林 

予定時期 
面積 

皆伐 

予定時期 

植栽又は天然林改良 
面積 樹種・林齢 

持分 

割合 区分 予定時期 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

林 業 経 営 改 善 推 進 計 画 
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番 

号 

取得価額 

（千円） 

所有権移転登記 

（予定年月日） 

譲渡人氏名 

・名称等 

取得森林の

地域要件 

   *1 

限度額の 

特例要件 

   *2 

償還期限等の特例要件 

林業経営改善 

の計画対象 

       *3 

林業上の増進 

を図る地域 

       *4 

既所有森林と 

の関係 

    *5 

         

         

 

番号 分収林契約の種類 分収林契約当事者氏名 

 
１ 三者契約 

２ 二者契約 

土地所有者  

育林者  

費用負担者  

 
１ 三者契約 

２ 二者契約 

土地所有者  

育林者  

費用負担者  

 

(３)森林の適正な管理のための基本方針 
①林業経営の基本方針  

②森林施業の基本方針  

③事業実行方式  

 
(４)経営する育林地の施業実行計画及び実行形態 

 

施業内容 年度 面 積 

  ha 

   

   

   

 
(５)経営する育林地の施業に必要な資金の額及び調達方法 

区 分 
必要資金量 

（千円） 

資 金 調 達 方 法  （千円） 

補助金を予定 公庫資金を予定 自己資金を予定 
そ の 他 

（ ） 

年度      

年度      

年度      

年度      

年度      

 
(６)森林取得資金の償還計画 

番

号 

一般・特

例等の別 
償還方法 償還期限 据置期間 

  年 年 年 

  年 年 年 

 
(７)その他 

 

 
なお、本資金の認定に際し、林業経営改善推進計画の内容の確認に地域森林計画制度に基づく森林簿を利用されても異議がありません。 

 

 
（添付資料） 

取得森林に関する ①登記簿謄本 

②位置図（５万分の１、林業経営改善計画に係る特例を受けようとする場合には、既に所有している森林との位置関係を明示

する。） 

③実測図 

④林齢を証する書類又は現地調査結果（森林簿と林齢が相違する場合のみ） 

 

（作成部数） 都道府県宛申請（正１部、写１部） 

金融機関宛借入申込書に添付（写２部） 

申請者控え（写１部） 
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様式第２号（中小企業等協同組合、農事組合法人、会社用） 

 

 

森林取得資金貸付適格認定申請書 

 
林業経営育成資金（森林取得）の借入れ（○○千円、利率○○％）を必要としますので認定された

く林業経営改善推進計画を添えて申請します。 

 

○○年○○月○○日 

  （郵便番号○○） 

住 所            （） 

氏 名 

代表者氏名         （○○年○○月○○日生） 

○○都道府県知事殿 

 
 

（１）林業経営の現況 

①法人の概要 

設立 年 月 日 組合員、社員又は株主の数 人 従業員数 人 出資又は資本の額 千円 

事 

業 

（定款に定める事業） 経営森林面積 ha 

 

沿 

革 
 

 
②経営収支の状況 

売 上 高 千円 特 別 損 益 千円 既往借入金 

残 高 

月 日 

現 在 

林業経営育成（森林取得） 千円 

売 上 原 価 千円 前期繰越剰余 千円 同上  （森林取得以外） 千円 

販売費・一般管理費 千円 繰 越 剰 余 金 千円 その他   （林業関係） 千円 

事 業 外 損 益 千円  合   計 千円 

 
③経営森林の現況 

林相、樹種 
経営面積 取得後の経営森林の齢級別構成（ha） 

取得前 取得後 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ XⅢ以上 

人 

工 

林 

 ha ha              

 ha ha              

 ha ha              

 ha ha              

小 計 ha ha              

天然林改良林 ha ha              

育林地面積計 ha ha  

天 然 林 面 積  ha ha 

 
④林業経営改善計画の認定の有無 

 

有・無 認定日 年 月 日 認定番号 

 

  

林 業 経 営 改 善 推 進 計 画 
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（２）取得する森林の状況 

番 

号 
所在地 

登記 

面積 

実測 

又は 

森林簿 

面積 

取得内容 

うち取得後５年以内に皆伐 

予定の人工林、天然林改良林 
うち造林のための土地 うち樹木の持分 

面積 
皆伐 

予定時期 

再造林 

予定時期 
面積 

皆伐 

予定時期 

植栽又は天然林改良 
面積 樹種・林齢 

持分 

割合 区分 予定時期 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

 

番 

号 

取得価額 

（千円） 

所有権移転登記 

（予定年月日） 

譲渡人氏名 

・名称等 

取得森林の

地域要件 

   *1 

限度額の 

特例要件 

   *2 

償還期限等の特例要件 

林業経営改善 

計画対象 

       *3 

林業上の増進 

を図る地域 

       *4 

既所有森林と 

の関係 

    *5 

         

         

         

         

         

 
番号 分収林契約の種類 分収林契約当事者氏名 

 
１ 三者契約 

２ 二者契約 

土地所有者  

育林者  

費用負担者  

 
１ 三者契約 

２ 二者契約 

土地所有者  

育林者  

費用負担者  

 

 

（３）森林の適正な管理のための基本方針 
 

①林業経営の基本方針  

②森林施業の基本方針  

③ 事 業 実 行 方 式  

 

 
（４）経営する育林地の施業実行計画及び実行形態 

 

施 業 内 容 年 度 面 積 

実 行 形 態 別 面 積 

直 営 雇用労働力 
森林組合 

作業委託 
そ の 他 

  ha ha ha ha ha 
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（５）経営する育林地の施業に必要な資金の額及び調達方法 
 

区 分 
必要資金量 

（千円） 

資 金 調 達 方 法 （ 千 円 ） 

補助金を予定 公庫資金を予定 自己資金を予定 
そ の 他 

（       ） 

年度      

年度      

年度      

年度      

年度      

 

（６）森林取得資金の償還計画 

番 

号 

一般・特例

等の別 
償還方法 償還期限 据置期間 利息払込日 

  年 年 年 月    日 

  年 年 年 月    日 

  年 年 年 月    日 

  年 年 年 月    日 

  年 年 年 月    日 

 
（７）その他 

資金計画 

本資金（今回申請） 千円 （借入金の条件）①借入先 

②利率 

③償還条件 
自己資金 

現 預 金 千円 

借 入 金 千円 

なお、本資金の認定に際し、林業経営改善推進計画の内容の確認に地域森林計画制度に基づく森林簿を利用されても異議がありませ

ん。 

 

 

 

（添付資料） 

(1) 取得森林に関する ①登記簿謄本 

②位置図（５万分の１、林業経営改善計画に係る特例を受けようとする場合には、既に所有している森林との位置

関係を明示する。） 

③実測図 

④林齢を証する書類又は現地調査結果（森林簿と林齢が相違する場合のみ） 

(2) 定款 

(3) 業務報告書及び事業計画書 

 

（作成部数） 都道府県宛申請（正１部、写１部） 

金融機関宛借入申込書に添付（写２部） 

申請者控え（写１部） 
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様式第３号（生産森林組合用） 

 

 

森林取得資金貸付適格認定申請書 

 
林業経営育成資金（森林取得）の借入れ（○○千円、利率○○％）を必要としますので認定された

く林業経営改善推進計画を添えて申請します。 

 
○○年○○月○○日 

 

（郵便番号○○） 

住 所            （） 

氏 名 

代表者氏名         （○○年○○月○○日生） 

○○都道府県知事殿 

 
 

（１）林業経営の現況 

①生産森林組合の概要 

設立 年 月 日 組合員数 人 出資口数 口 出資金額 千円 

経営森林

面積 

 

 

ha 

直 営（✓） 共同経営（✓） 共同経営の形態(該当する項目に○印) 

所有権 地上権賃借権 分収林 部分林 その他 ①個人有林の現物出資 

②記名共有林 

③部落有林 

④市町村有林等の払下林 

⑤国有林の払下林 

⑥市町村有林等に地上権を設定 

⑦国有林に部分林を設定 

     

沿 

革 

 

 
②経営収支の状況 

事 業 総 収 益  千円 特 別 損 益 千円 既往借入金 

残 高 

 月 日 

現 在 

林業経営育成（森林取得） 千円 

事 業 費 用  千円 前期繰越剰余 千円 同上  （森林取得以外） 千円 

事 業 管 理 費  千円 繰 越 剰 余 金  千円 その他   （林業関係） 千円 

事 業 外 損 益  千円  合    計 千円 

 
③経営森林の現況 

林相、樹種 
経営面積 取得後の経営森林の齢級別構成（ha） 

取得前 取得後 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ XⅢ以上 

人 

工 

林 

 ha ha              

 ha ha              

 ha ha              

 ha ha              

小 計 ha ha              

天然林改良林 ha ha              

育林地面積計 ha ha  

天 然 林 面 積  ha ha 

 

④林業経営改善計画の認定の有無 
 

有・無 認定日 年 月 日 認定番号 

林 業 経 営 改 善 推 進 計 画 
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（２）取得する森林の状況 

 

番 

号 
所在地 

登記 

面積 

実測 

又は 

森林簿 

面積 

取得内容 

うち取得後５年以内に皆伐 

予定の人工林、天然林改良林 
うち造林のための土地 うち樹木の持分 

面積 
皆伐 

予定時期 

再造林 

予定時期 
面積 

皆伐 

予定時期 

植栽又は天然林改良 
面積 樹種・林齢 

持分 

割合 区分 予定時期 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

 

番 

号 

取得価額 

（千円） 

所有権移転登記 

（予定年月日） 

譲渡人氏名 

・名称等 

取得森林の

地域要件 

   *1 

限度額の 

特例要件 

   *2 

償還期限等の特例要件 

林業経営改善 

計画対象 

       *3 

林業上の増進 

を図る地域 

       *4 

既所有森林と 

の関係 

    *5 

         

         

         

         

         

 
番号 分収林契約の種類 分収林契約当事者氏名 

 
１ 三者契約 

２ 二者契約 

土地所有者  

育林者  

費用負担者  

 
１ 三者契約 

２ 二者契約 

土地所有者  

育林者  

費用負担者  

 

 

（３）森林の適正な管理のための基本方針 
 

①林業経営の基本方針  

②森林施業の基本方針  

③ 事 業 実 行 方 式  

 

 

（４）経営する育林地の施業実行計画及び実行形態 
 

施 業 内 容 年 度 面 積 

実 行 形 態 別 面 積 

直 営 雇用労働力 
森林組合 

作業委託 

そ の 他 

 

  ha ha ha ha ha 
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（５）経営する育林地の施業に必要な資金の額及び調達方法 
 

区 分 
必要資金量 

（千円） 

資 金 調 達 方 法 （ 千 円 ） 

補助金を予定 公庫資金を予定 自己資金を予定 
そ の 他 

（       ） 

年度      

年度      

年度      

年度      

年度      

 

（６）森林取得資金の償還計画 

償還方法 償還期限 利息払込日 

 年 月    日 

 
（７）その他 

資金計画 

本資金（今回申請） 千円 （借入金の条件）①借入先 

②利率 

③償還条件 
自己資金 

現 預 金 千円 

借 入 金 千円 

なお、本資金の認定に際し、林業経営改善推進計画の内容の確認に地域森林計画制度に基づく森林簿を利用されても異議がありませ

ん。 

 

（添付資料） 

(1) 取得森林に関する ①登記簿謄本 

②位置図（５万分の１、林業経営改善計画に係る特例を受けようとする場合には、既に所有している森林との位置

関係を明示する。） 

③実測図 

④林齢を証する書類又は現地調査結果（森林簿と林齢が相違する場合のみ） 

(2) 定款 

(3) 業務報告書及び事業計画書 

 

（作成部数） 都道府県宛申請（正１部、写１部） 

金融機関宛借入申込書に添付（写２部） 

申請者控え（写１部） 
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様式第４号（森林組合用） 

 

 

森林取得資金貸付適格認定申請書 

 
林業経営育成資金（森林取得）の借入れ（○○千円、利率○○％）を必要としますので認定された

く林業経営改善推進計画を添えて申請します。 

 
○○年○○月○○日 

 

（郵便番号○○） 

住 所            （） 

氏 名 

代表者氏名         （○○年○○月○○日生） 

○○都道府県知事殿 

 

 

（１）林業経営の現況 

①森林組合の概要 

設立   年  月  日 組合員数 人 出資口数 口 出資金額 千円 

経営森 

林面積 
ha 

所 有 林 分 収 林 その他森林 役 員 数 うち常勤役員 職 員 数 作業班員数 

ha ha ha 人 人 人 人 

沿 

革 
 

 
②経営収支の状況 

事 業 総 収 益  千円 特 別 損 益 千円 既往借入金 

残 高 

 月 日 

現 在 

林業経営育成（森林取得） 千円 

事 業 費 用  千円 前期繰越剰余 千円 同上  （森林取得以外） 千円 

事 業 管 理 費  千円 繰 越 剰 余 金  千円 その他   （林業関係） 千円 

事 業 外 損 益  千円  合    計 千円 

 
③経営森林の現況 

林相、樹種 
経営面積 取得後の経営森林の齢級別構成（ha） 

取得前 取得後 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ XⅢ以上 

人 

工 

林 

 ha ha              

 ha ha              

 ha ha              

 ha ha              

小 計 ha ha              

天然林改良林 ha ha              

育林地面積計 ha ha  

天 然 林 面 積  ha ha 

 

④林業経営改善計画の認定の有無 
 

有・無 認定日 年 月 日 認定番号 

林 業 経 営 改 善 推 進 計 画 
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（２）取得する森林の状況 

番 

号 
所在地 

登記 

面積 

実測 

又は 

森林簿 

面積 

取得内容 

うち取得後５年以内に皆伐 

予定の人工林、天然林改良林 
うち造林のための土地 うち樹木の持分 

面積 
皆伐 

予定時期 

再造林 

予定時期 
面積 

皆伐 

予定時期 

植栽又は天然林改良 
面積 樹種・林齢 

持分 

割合 区分 予定時期 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

 

番 

号 

取得価額 

（千円） 

所有権移転登記 

（予定年月日） 

譲渡人氏名 

・名称等 

取得森林の

地域要件 

   *1 

限度額の 

特例要件 

   *2 

償還期限等の特例要件 

林業経営改善 

計画対象 

       *3 

林業上の増進 

を図る地域 

       *4 

既所有森林と 

の関係 

    *5 

         

         

         

         

         

 
番号 分収林契約の種類 分収林契約当事者氏名 

 
１ 三者契約 

２ 二者契約 

土地所有者  

育林者  

費用負担者  

 
１ 三者契約 

２ 二者契約 

土地所有者  

育林者  

費用負担者  

 

 

（３）森林の適正な管理のための基本方針 
 

 

 

 

（４）経営する育林地の施業実行計画及び実行形態 
 

施 業 内 容 年 度 面 積 

実 行 形 態 別 面 積 

直 営 雇用労働力 
そ の 他 

（       ） 

  ha ha ha ha 
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（５）経営する育林地の施業に必要な資金の額及び調達方法 
 

区 分 
必要資金量 

（千円） 

資 金 調 達 方 法 （ 千 円 ） 

補助金を予定 公庫資金を予定 自己資金を予定 
そ の 他 

（       ） 

年度      

年度      

年度      

年度      

年度      

 

（６）森林取得資金の償還計画 

償還方法 償還期限 利息払込日 

 年 月    日 

 
（７）その他 

資金計画 

本資金（今回申請） 千円 （借入金の条件）①借入先 

②利率 

③償還条件 
自己資金 

現 預 金 千円 

借 入 金 千円 

なお、本資金の認定に際し、林業経営改善推進計画の内容の確認に地域森林計画制度に基づく森林簿を利用されても異議がありませ

ん。 

 
 

 

（添付資料） 

(1) 取得森林に関する ①登記簿謄本 

②位置図（５万分の１、林業経営改善計画に係る特例を受けようとする場合には、既に所有している森林との位置

関係を明示する。） 

③実測図 

④林齢を証する書類又は現地調査結果（森林簿と林齢が相違する場合のみ） 

(2) 定款 

(3) 業務報告書及び事業計画書 

 

（作成部数） 都道府県宛申請（正１部、写１部） 

金融機関宛借入申込書に添付（写２部） 

申請者控え（写１部） 
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様式第５号（森林整備法人、地方公共団体用） 

 

 

森林取得資金貸付適格認定申請書 

 
林業経営育成資金（森林取得）の借入れ（○○千円、利率○○％）を必要としますので認定された

く林業経営改善推進計画を添えて申請します。 

 
○○年○○月○○日 

 

（郵便番号○○） 

住 所            （） 

氏 名 

代表者氏名         （○○年○○月○○日生） 

○○都道府県知事殿 

 
 

（１）林業経営の現況 

①森林整備法人の概要 
設立   年  月  日 社員数 人 出資口数 口 出資金額 千円 

経営森 

林面積 
ha 

所 有 林 分 収 林 役 員 数 うち常勤役員 職 員 数  

ha ha 人 人 人  

沿 

革 
 

 
②経営収支の状況 

事 業 総 収 益  千円 特 別 損 益 千円 既往借入金 

残 高 

 月 日 

現 在 

林業経営育成（森林取得） 千円 

事 業 費 用  千円 前期繰越剰余 千円 同上  （森林取得以外） 千円 

事 業 管 理 費  千円 繰 越 剰 余 金  千円 その他   （林業関係） 千円 

事 業 外 損 益  千円  合    計 千円 

 
③経営森林の現況 

林相、樹種 
経営面積 取得後の経営森林の齢級別構成（ha） 

取得前 取得後 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ XⅢ以上 

人 

工 

林 

 ha ha              

 ha ha              

 ha ha              

 ha ha              

小 計 ha ha              

天然林改良林 ha ha              

育林地面積計 ha ha  

天 然 林 面 積  ha ha 

 

④林業経営改善計画の認定の有無 
 

有・無 認定日 年 月 日 認定番号 

 
 

林 業 経 営 改 善 推 進 計 画 



- 18 -  

（２）取得する森林の状況 

番 

号 
所在地 

登記 

面積 

実測 

又は 

森林簿 

面積 

取得内容 

うち取得後５年以内に皆伐 

予定の人工林、天然林改良林 
うち造林のための土地 うち樹木の持分 

面積 
皆伐 

予定時期 

再造林 

予定時期 
面積 

皆伐 

予定時期 

植栽又は天然林改良 
面積 樹種・林齢 

持分 

割合 区分 予定時期 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

  ㎡ ㎡ ㎡ 年 月 年 月 ㎡ 年 月  年 月 ㎡  % 

 

番 

号 

取得価額 

（千円） 

所有権移転登記 

（予定年月日） 

譲渡人氏名 

・名称等 

取得森林の

地域要件 

   *1 

限度額の 

特例要件 

   *2 

償還期限等の特例要件 

林業経営改善 

計画対象 

       *3 

林業上の増進 

を図る地域 

       *4 

既所有森林と 

の関係 

    *5 

         

         

         

         

         

 
番号 分収林契約の種類 分収林契約当事者氏名 

 
１ 三者契約 

２ 二者契約 

土地所有者  

育林者  

費用負担者  

 
１ 三者契約 

２ 二者契約 

土地所有者  

育林者  

費用負担者  

 

 

（３）森林の適正な管理のための基本方針 
 

 

 

 

（４）経営する育林地の施業実行計画及び実行形態 
 

施 業 内 容 年 度 面 積 

実 行 形 態 別 面 積 

直 営 作 業 委 託 
そ の 他 

（       ） 

  ha ha ha ha 
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（５）経営する育林地の施業に必要な資金の額及び調達方法 
 

区 分 
必要資金量 

（千円） 

資 金 調 達 方 法 （ 千 円 ） 

補助金を予定 公庫資金を予定 自己資金を予定 
そ の 他 

（       ） 

年度      

年度      

年度      

年度      

年度      

 

（６）森林取得資金の償還計画 

償還方法 償還期限 利息払込日 

 年 月    日 

 
（７）その他 

資金計画 

本資金（今回申請） 千円 （借入金の条件）①借入先 

②利率 

③償還条件 
自己資金 

現 預 金 千円 

借 入 金 千円 

なお、本資金の認定に際し、林業経営改善推進計画の内容の確認に地域森林計画制度に基づく森林簿を利用されても異議がありませ

ん。 

 
 

 

（添付資料） 

(1) 取得森林に関する ①登記簿謄本 

②位置図（５万分の１） 

③実測図 

④林齢を証する書類又は現地調査結果（森林簿と林齢が相違する場合のみ） 

(2) 定款 

(3) 業務報告書及び事業計画書 

 

（作成部数） 都道府県宛申請（正１部、写１部） 

金融機関宛借入申込書に添付（写２部） 

申請者控え（写１部） 



- 20 -  

林業経営改善推進計画の記載上の留意事項等（様式第１号～様式第５号） 
 

事 項 記載上の留意事項等 

(1) 林業経営の現況 

① 家族構成について 

④ 林業経営改善計画

の認定の有無 

 
林業に従事する者について記入する。 

該当箇所について○で囲む。なお、個人にあっては、林業経営改善

計画の認定を受けている場合は、本項目を記載する代わりに、林業経

営改善計画書の写しの提出でも可とする。 

(2) 取得する森林の状況 １ 「(2)取得する森林の状況」、「(6)森林取得資金の償還計画」の

番号欄は同一森林に同一番号を付して記載する。 

２ 表中の＊1～＊５については、以下のとおりとする。 

＊１ 取得しようとする森林の所在する地域について、該当するも

のの記号を記載する。 

ア．水源涵養機能維持増進森林、イ．山地災害防止／土壌保全

機能維持増進森林、ウ．木材等生産機能維持増進森林 

＊２ 要綱第２の３の(2)及び(3)の規定による貸付限度額の特例を

利用する場合に、取得しようとする森林の態様について、該当

するものの記号を記載する。 

ア．林業経営改善計画に基づいて行う森林の取得であって、規

則第２条に定める要件に該当する場合 

イ．森林経営管理法第42条第１項に定める災害等防止措置命令

に係る森林（主伐の実施を除く。） 

ウ．地域森林計画に定める「要整備森林」 

＊３～＊５ 林業経営改善計画の認定を受けた者が、償還期限又は

融資限度額の特例を受けようとする場合に記載する。 

＊３ 申請者が認定を受けた林業経営改善計画に基づく森林の取得

に該当する場合に、○を付す。 

＊４ 取得しようとする森林が該当するものの記号を記載する。 

ア．森林経営管理法第42条第１項に定める災害等防止措置命令

に係る森林（主伐の実施を除く。） 

イ．地域森林計画に定める「要整備森林」 

ウ．地域における標準的と認められる施業体系からみて間伐・

保育等の施業管理が適切に行われていない森林 

エ．ア～ウの森林と既に所有している森林の間に介在しており

一体的に取得する必要があると認められる森林（ア～ウに該

当する森林の面積を上回らないものである場合に限る。） 

＊５ 取得しようとする森林と既に所有している森林の関係につい

て、これらが一体的な施業を行うことが可能と認められる根拠

について、該当するものの記号を記載する。 

ア．隣接、イ．同一の小流域に所在、 

ウ．同一の林道の利用区域内に所在、エ．その他 

(4) 経営する育林地の施

業実行計画及び実行形

態 

施業内容別の欄については、造林は植栽、天然林改良、下刈、除・

間伐、その他保育別に、伐採は皆伐、択伐別に５年間の計画を記載す

る。 

(6) 森林取得資金の償還

計画 

「一般・特例等の別」は、次により記載する。 

「特例」： 林業経営改善計画に係る償還期限又は融資限度額の特

例が適用されるもの（林業経営改善推進計画の記載上の

留意事項等の「(2)取得する森林の状況」の＊２に該当す

るもの） 

「一般」： 特例以外のもの 
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様式第６号 

 

林業経営改善推進計画 変更承認申請書 

 

令和  年  月  日 

○○都道府県知事 殿 

 

（郵便番号○○） 

住所             （       ） 

氏名 

代表者氏名       （○○年○○月○○日生） 

 

 ○○年○月○日付け認定番号○○をもって森林取得資金貸付適格認定通知があった林業

経営改善推進計画について、下記のとおり変更したいので、森林取得資金事務処理要領第

２の(4)に基づき、申請する。 

 

記 

 

１．変更の理由（変更の理由が生じた日） 

 

 

 

 

 

２．林業経営改善推進計画（第○回変更） 

 

 

 

 

 
（注）記の２以降の記載要領は様式第１号～様式第５号の林業経営改善推進計画の様式に準ずるものとす

る。認定当初の計画の内容と変更後の計画の内容とを容易に比較対照できるよう、二段書き（上段に

変更前、下段に変更後をいずれも黒書）したものであること。 
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様式第７号 
森林取得資金認定台帳 

 
 

年度  認定番号  認定年月日  認定金額 千円 

貸付決定番号  貸 付 決 定 日  貸付決定金額 千円 

住 所  

氏名（名称）  

取 得 土 地 

所 在 地 面積 樹種 林齢 植栽予定年度 

     

     

植 栽 確 認 

１本人報告   ２公庫報告   ３県調査 年 月 日 

１補助金交付 ２本人提出書類 ３現地確認（県） 

使 途 調 査 

調査日 年 月 日 １申請どおり使用 

２限度額超過 

３使途外使用（全部、一部） 報告日 年 月 日 

 

限度額超過、使途外使用に対して講じた措置 

認定取消し日 年  月 日 取消し理由  
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様式第８号 
森林取得資金貸付適格認定通知書 

 

 
 

認定日 
 

年 月 日 
 

認定番号 
  

認定金額 
 

千円 

 

 
償 還 

 

条 件 

 

利 率 
 

一 般 
 

特 例 

 

償 還 

 

期 限 

 

一 般 
 

年 

 

特 例 
 

年（うち据置期間 年） 

 

住 所 
 

 

氏名（名称） 
 

 

 
備 

 

 

 

 

 

考 

 

 

年月日付け貴殿の申請に対し、本資金の貸付けを受けることが適当であると認定したの

で通知します。 

なお、本資金の借入手続（借用証書提出、抵当権設定等）は、株式会社日本政策金融公庫

（沖縄振興開発金融公庫）又は同受託金融機関より貸付決定通知書が送付されてから、さきに

借入申込みをした金融機関で行ってください。 

また、裏面記載事項に留意してください。 

 

年 月 日 

都道府県知事 
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（裏面） 
 

 

本資金は、林業経営の規模の拡大を通じて林業構造の改善を積極的に促進するために長期低

利の特別に有利な貸付条件で融通される資金です。あなた（貴法人）は、多くの林業者の内か

ら慎重な審査の上選ばれた者であることを認識され、特に下記の諸事項に留意しつつ林業経営

改善推進計画の達成に努めてください。 

 

留 意 事 項 

 
１．次のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことがあります。なお、認定が取り消さ

れると、貸付金の繰上償還の措置が講じられます。 

(1) あなた（貴法人）から認定申請の取下げの申込みがあったとき。 

(2) あなた（貴法人）から借入申込みの辞退があったとき。 

(3) あなた（貴法人）の林業経営改善推進計画に事実に反する記載があったとき。 

(4) 次のいずれかに該当するとき。 

ア. あなた（貴法人）が取得の日から５年以内に皆伐を行わない計画の森林を取得した場

合で、取得の日から５年以内に皆伐を行ったとき。 

イ. あなた（貴法人）が立木と素地を同時に取得した場合で、当該立木を取得の日から５

年以内に皆伐し、皆伐後２年以内に再造林を行う計画である場合、皆伐後２年以内に再

造林が行われなかったとき。 

ウ. あなた（貴法人）が「造林のための土地」を取得した場合で、取得の日から５年以内

かつ皆伐の日から２年以内に人工植栽又は天然林改良を行わなかったとき。 

エ. あなた（貴法人）が新たに締結する分収育林契約に基づき森林を取得した場合で、取

得の日から２年以内に育林を行わなかったとき。 

オ. その他事情変更により林業経営改善推進計画の達成が見込まれなくなったとき。 

(5) あなた（貴法人）が林業経営改善計画の認定を取り消されたとき。 

(6) あなた（貴法人）が次の報告事項について報告しなかったとき。 

 
２．次のいずれかに該当する場合は、繰上償還の他に違約金が徴求されます。 

(1) 借入金を林業経営改善推進計画に基づく取得以外に使用したとき。 

(2) 実際の売買価格と林業経営改善推進計画に記載された取得価額が相違するとき｡ 

(3) 資金貸付けの契約締結日から３か年以内に転用を目的に譲渡したとき。 

 

報 告 事 項 

 
１．あなた（貴法人。(1)の場合は一般継承人）は、資金貸付けの契約締結日から３か年以内に

次のような事態が生じた場合には、直ちに都道府県に報告してください。 

(1) 借受者が死亡したとき。 

(2) あなた（貴法人）が取得地を転用又は譲渡するとき。 

(3) あなた（貴法人）が林業経営をやめようとするとき。 

 

２．「取得後５年以内に皆伐予定の人工林、天然林改良林」を取得した場合は、皆伐及び皆伐

跡地への人工植栽が完了したら、「造林のための土地」を取得した場合は、皆伐及び人工植

栽又は天然林改良が完了したら速やかに借入窓口の金融機関（森林組合転貸の場合は森林組

合）へ様式第12号により報告してください。 



-
 
2
5
 
- 

  

様
式

第
９

号
 

 

 
都

道
府

県
 

森
林

取
得

資
金
貸

付
適

格
認
定
一

覧
表

 

  認
定

月
日
 

  認
定

番
号
 

  申
請
者
氏
名
 

（
名
称
）
 

  認
定
金
額
  

利
率
 

 

償
還

期
限
 

 

融
資

率
 

 

限
度

額
 

 

取
得

面
積
 

 

う
ち

樹
木

の
持

分
の

取
得

 
  
森
林
経
営
計
画
 

（
認
定
日
）
 

 

国
土
利
用
計

画

法
第

23
条
届

出

に
係
る
勧
告
 

  
標
準
伐

期
齢
 

  
備
考
 

 

一
般
 
 

特
例
  

一
般
  

特
認
  

一
般

8
0％

  

特
認

1
00
% 

 

一
般
  

う
ち

林
業

経
営

改
善

計
画

に
基

づ
く
特
認

 

 

そ
の

他

の
特

認
  

取
得

す
る

森
林
 

 

要
造

林
地
  

面
積
 

 

樹
種

林
齢
  

持
分

割
合
 

 
 

 
 

千
円
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

h
a 

 

h
a 

 

h
a 
 

 

％
  

年
月
日
  

有
 

無
 

 
 

 
 

 
 

千
円
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

h
a 

 

h
a 

 

h
a 
 

 

％
  

年
月
日
  

有
 

無
 

 
 

 
 

 
 

千
円
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

h
a 

 

h
a 

 

h
a 
 

 

％
  

年
月
日
  

有
 

無
 

 
 

 
 

 
 

千
円
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

h
a 

 

h
a 

 

h
a 
 

 

％
  

年
月
日
  

有
 

無
 

 
 

 
 

 
 

千
円
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

h
a 

 

h
a 

 

h
a 
 

 

％
  

年
月
日
  

有
 

無
 

 
 

 
 

 
 

千
円
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

h
a 

 

h
a 

 

h
a 
 

 

％
  

年
月
日
  

有
 

無
 

 
 

 
 

 
 

千
円
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

h
a 

 

h
a 

 

h
a 
 

 

％
  

年
月
日
  

有
 

無
 

 
 

 
 

 
 

千
円
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

h
a 

 

h
a 

 

h
a 
 

 

％
  

年
月
日
  

有
 

無
 

 
 

 
 

 
 

千
円
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

h
a 

 

h
a 

 

h
a 
 

 

％
  

年
月
日
  

有
 

無
 

 
 

 
 

 
 

千
円
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

h
a 

 

h
a 

 

h
a 
 

 

％
  

年
月
日
  

有
 

無
 

 
 

 
 

 
 

千
円
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

h
a 

 

h
a 

 

h
a 
 

 

％
  

年
月
日
  

有
 

無
 

 
 

（
注

１
）
取

得
し
よ

う
と
す

る
森
林
の
う
ち
，
融
資
率
，
償
還
期
限
及
び
限
度
額

の
特

認
の

要
件
に

該
当
す

る
も
の

と
該

当
し

な
い

も
の
が

あ
る
場

合
に
は

，
一
般
及
び
特
認
の
両
方
に
○
を
付
す
。
 

（
注

２
）
備

考
欄
に

は
、
取

得
後
５
年
以
内
に
皆
伐
予
定
の
森
林
の
取
得
を

含
む

場
合

は
「

ア
」
、

新
た
に

分
収
育

林
契

約
を

締
結

し
て
取

得
す
る

森
林
を

含
む

場
合
は
「
イ
」
を
記
載
す
る
。
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様式第10号 

 

林業経営改善推進計画 変更承認書 

 

令和  年  月  日 

 

 

          殿 

 

○○都道府県知事 

 

 

森林取得資金融通事務処理要領第４の２の規定により、  年  月  日に変更

申請のあった林業経営改善推進計画については、これを適当であると承認する。 
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様式第11号 

 

 

林野庁長官 殿 

 

都道府県知事 

 

 

森林取得資金認定実績報告書 

 

 
このことについて、 年度の実績をとりまとめたので次のとおり報告する。 

 

 

区 分 件 数 金 額 

認 定 ① 件 千円 

取消し・訂正 ② 件 千円 

計 ①－② 件 千円 

うち公庫への申達済額 件 千円 

 

（注） 報告期限は、翌年度の５月末日とする。 
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様式第12号 

 

取得した森林等の施業状況届 

 

 

○○都道府県知事 殿 

 

（郵便番号○○） 

住所           

（         ） 

氏名 

代表者氏名       （○○年○○月○○日

生） 

 

 

○○年○○月○○日付け認定番号○○をもって森林取得資金貸付適認定通知のあっ

た件について、森林取得資金事務処理要領第５の規定により、その施業状況を下記の

とおり報告する。 

 

 

番 

号 

森林の 

所在地 
取得日 

取得森林等の種類 

取得後５年以内に皆伐予定

の人工林、天然林改良林 
造林のための土地 

新たに締結する分収育林 

契約に基づき取得する森林 

面積 
皆伐 

完了日 

人工 

植栽 

完了日 

面積 
皆伐 

完了日 

植栽又は天然林改良 

面積 
育林の 

内容 

育林 

完了日 区分 施業内容 
施業 

完了日 

  年 

月 日 
㎡ 

年 

月 日 

年 

月 日 
㎡ 

年 

月 日 
  年 

月 日 
㎡  年 

月 日 

  年 

月 日 
㎡ 

年 

月 日 

年 

月 日 
㎡ 

年 

月 日 
  年 

月 日 
㎡  年 

月 日 

  年 

月 日 
㎡ 

年 

月 日 

年 

月 日 
㎡ 

年 

月 日 
  年 

月 日 
㎡  年 

月 日 

  年 

月 日 
㎡ 

年 

月 日 

年 

月 日 
㎡ 

年 

月 日 
  年 

月 日 
㎡  年 

月 日 

 

 

（注）皆伐及び人工植栽に係る施業状況を報告するときは、次の①～⑤いずれかの写しを提出する

ことで本届出に代えることができるものとする。 

① 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 

② 保安林内伐採許可申請書 

③ 森林経営計画に係る伐採等の届出書 

④ 保安林内緊急伐採届出書 

⑤ 緊急伐採届出書 
 


